
別記様式第5号（第23条第4項関係）（平31公安規6・旧別記様式第4号繰下・一部改正）※年第号通信記録消去通知書年月日地方裁判所裁判官殿警察司法警察員被疑者（被告人）に対する被事件について、年月日地方裁判所裁判官に対し、傍受実施状況書を提出しましたが、その後、下記のとおり、傍受記録から通信の記録を消去したので、通知します。記1その記録が消去された傍受記録別添傍受記録作成調書の写しに係る傍受記録2消去した年月日時3消去した部分4消去事由□犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下「法」という。）第27条第3項又は第28条第3項において準用する法第33条第3項の規定による命令により消去□法第29条第5項の規定により消去□法第33条第3項の規定による命令により消去□法第33条第4項の規定により消去（注意）1※印欄には、令状請求事件番号を記載すること。2□印のある欄については、該当の□内に印を付すこと。  


